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６
月
１
日
（
月
）
、
イ
キ
イ
キ

エ
イ
ジ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
「
裁
判

委
員
制
度
を
考
え
る
集
い
」
を
Ｎ

Ｔ
Ｔ
リ
ス
ト
ラ
裁
判
原
告
団
団
長

の
河
村
武
信
弁
護
士
（
大
阪
革
新

懇
代
表
世
話
人
）
を
講
師
に
招
い

て
開
催
し
、
34
名
の
参
加
者
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
16
年
5
月
21
日
「
裁
判
員

の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る

法
律
」
が
成
立
し
平
成
21
年
5
月

21
日
か
ら
裁
判
員
制
度
が
始
ま
り

ま
し
た
が
、
テ
レ
ビ
新
聞
等
か
ら

の
情
報
だ
け
で
制
度
の
内
容
は
殆

ど
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

河
村
弁
護
士
は
、
制
度
の
概
要

か
ら
問
題
点
等
を
わ
か
り
や
す
く
、

国
民
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
意

義
を
訴
え
な
が
ら
「
理
念
と
し
て

誤
判
の
な
い
無
辜
（
罪
の
な
い
こ

と
）
の
不
処
罰
を
理
想
と
し
、
官

僚
に
支
配
さ
れ
た
現
状
を
市
民
の

常
識
を
も
っ
て
改
め
る
こ
と
が
、

目
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今

回

の

裁

判

員

制

度

は

、

短

期

間

（
３
日
～
５
日
）
で
量
刑
ま
で
下

す
。
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
る
、

公

判

前

整

理

手

続
き

に

裁

判

員

が

排

除
さ
れ
て
い
る
。
被
疑
者
の
取
調

べ
過
程
の
全
面
可
視
化
（
録
音
録

画
）
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
教

的
信
念
や
死
刑
廃
止
論
者
も
量
刑

を
含
む
評
議
に
加
え
る
非
道
さ
。
」

な
ど
の
問
題
点
が
解
明
さ
れ
る
ま

で
実
施
は
延
期
す
べ
き
で
あ
っ
た

と
訴
え
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
、
「
６
名
の
裁
判

員
が
全
員
判
断
で
き
な
い
と
き
は

ど
う
な
る
の
か
？
」
「
自
分
が
無

罪
と
主
張
し
て
い
て
多
数
決
で
有

罪
に
な
っ
た
場
合
で
も
量
刑
に
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
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会
員
拡
大
に
つ
い
て

第
６
回
総
会
で
会
員
拡
大
を
最
重
要
課
題
で
取

り
組
む
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
職
場
の
お
知
り
合

い
で
ま
だ
Ｎ
Ｔ
Ｔ
革
新
懇
に
入
会
さ
れ
て
い
な
い

方
に
訴
え
て
く
だ
さ
い
。
入
会
案
内
チ
ラ
シ
は
各

ビ
ル
世
話
人
ま
で
連
絡
願
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
行
事
予
定

◇
６
月
１
９
日
（
金
）
午
後
６
時
半
か
ら

エ
ル
・
お
お
さ
か
南
館
５
Ｆ

品
川
正
治
さ
ん
を
迎
え
て
時
局
講
演
会

◇
７
月
１
０
日
（
金
）
午
後
６
時
４
５
分
発
車

阪
堺
電
車
・
天
王
寺
駅
前

第
５
回
目
の
チ
ン
チ
ン
電
車
で
ビ
ヤ
ー
の
集
い

◇
７
月
１
１
日
（
土
）
午
後
１
時
半
か
ら

グ
リ
ー
ン
会
館
２
階
ホ
ー
ル

大
阪
革
新
懇
総
会

な
ど
の
質
問
が
出
さ
れ
河
村
弁

護
士
が
解
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
国
民
が
司
法
に
参
加
す
る
意

義
は
解
る
が
、
今
回
の
裁
判
員

制
度
に
問
題
が
多
い
こ
と
も
理

解
で
き
て
良
か
っ
た
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。


